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神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように公

布する。  

神戸市条例第９号

神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 18年１月条例第 38号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（海外派遣手当）  （海外派遣手当）  

第 39条  海外派遣手当は、外国に所在

する公署に勤務する職員（以下「外国

勤務者」という。）に対して支給し、

その月額は、在外公館の名称及び位

置並びに在外公館に勤務する外務公

務員の給与に関する法律（昭和 27年

法 律 第 93号 。 以 下 こ の 条 に お い て

「法」という。）の規定により支給さ

れることとなる総領事館（総領事館

が 設 置 さ れ て い な い 都 市 に あ っ て

第 39条  海外派遣手当は、外国に所在

する公署に勤務する職員（以下「外国

勤務者」という。）に対して支給し、

その月額は、在外公館の名称及び位

置並びに在外公館に勤務する外務公

務員の給与に関する法律（昭和 27年

法 律 第 93号 。 以 下 こ の 条 に お い て

「法」という。）の規定により支給さ

れることとなる総領事館（総領事館

が 設 置 さ れ て い な い 都 市 に あ っ て

令和６年９月27日　神戸市公報＜臨時特別号＞

1



は、当該都市が属する国の大使館）に

勤務する外務公務員の在勤基本手当

の額を超えない範囲内において規則

で定める額を規則で定める換算率に

より外国通貨に換算した額（市長が

特に必要があると認める外国勤務者

については、当該規則で定める額）と

する。

は、当該都市が属する国の大使館）に

勤務する外務公務員の在勤基本手当

の額を超えない範囲内において規則

で定める額とする。  

２  前項に定めるもののほか、外国勤

務者に対しては、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額を加算して支給する。  

２  前項に定めるもののほか、外国勤

務者に対しては、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額を加算して支給する。  

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 外国勤務者の子のうち主として

当該外国勤務者の収入により生計

を維持しているものであって市長

が定めるもの（以下「年少子女」と

いう。）が、勤務地において学校教

育その他の教育を受ける場合にお

いて、当該外国勤務者が必要な経費

を負担しているとき。 １人につき

月額 8,000円を規則で定める換算率

により外国通貨に換算した額（市長

が特に必要があると認める 外国勤

務者については、 １人につき月額

8,000円）とする。

(3) 外国勤務者の子のうち主として

当該外国勤務者の収入により生計

を維持しているものであって市長

が定めるもの（以下「年少子女」と

いう。）が、勤務地において学校教

育その他の教育を受ける場合にお

いて、当該外国勤務者が必要な経費

を負担しているとき。 １人につき

月額 8,000円  

３  前項第３号に掲げるもののほか、

教育に関し特別の事情が認められる

３  前項第３号に掲げるもののほか、

教育に関し特別の事情が認められる
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ことにより年少子女が学校教育その

他の教育を受けるのに相当な経費を

要すると市長が認める勤務地に係る

外国勤務者に対しては、年少子女１

人につき、次に掲げる額のうちいず

れか少ない額から法第 15条の２第２

項に規定する自己負担額を控除した

額（当該年少子女が学校教育法（昭和

22年法律第 26号）に規定する幼稚園

に相当するものとして市長が認める

教育施設において教育を受ける場合

に あ っ て は 、 5 1 , 0 0 0円 を 限 度 と す

る。）を加算した額を、規則で定める

換算率により外国通貨に換算した額

（市長が特に必要があると認める外

国勤務者については、当該年少子女

１人につき、当該加算した額）を支給

する。

ことにより年少子女が学校教育その

他の教育を受けるのに相当な経費を

要すると市長が認める勤務地に係る

外国勤務者に対しては、年少子女１

人につき、次に掲げる額のうちいず

れか少ない額から法第 15条の２第２

項に規定する自己負担額を控除した

額（当該年少子女が学校教育法（昭和

22年法律第 26号）に規定する幼稚園

に相当するものとして市長が認める

教育施設において教育を受ける場合

に あ っ て は 、 1 2 , 0 0 0円 を 限 度 と す

る。）を加算して支給する。  

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

（支給方法） （支給方法）

第 41条 ［略］ 第 41条 ［略］

２、３ ［略］ ２、３ ［略］

４ 第 39条の規定により外国通貨に換

算した額に当該外国通貨の最低単位

に満たない端数を生じたときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。

附  則  

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市職員の特殊
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勤務手当に関する条例の規定は、令和６年４月１日から適用する。
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神戸市立水産体験学習館条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第10号

神戸市立水産体験学習館条例の一部を改正する条例

神戸市立水産体験学習館条例（平成 10年１月条例第 57号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（使用の許可）

第５条 前条第１号に掲げる施設若し

くはその附属設備を使用しようとす

る者又は同条第２号に掲げる施設若

しくはその附属設備若しくは同条第

３号に掲げる施設の全部又は一部を

独占して使用しようとする者は、規

則で定めるところにより、市長の許

可を受けなければならない。

２ 市長は、前項の許可に学習館の管

理運営上必要な条件を付し、又はこ
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れを変更することができる。

（届出）  

第６条 第４条第１号に掲げる施設若

しくはその附属設備又は同条第２号

に掲げる施設若しくはその附属設備

若 し く は 同 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 施 設

（以下「施設等」という。）の使用

（同条第２号及び第３号に掲げる施

設にあっては、独占使用をいう。第

８条を除き、以下同じ。）をしよう

とする者は、施設等の使用に当たっ

て入場料、受講料その他の対価を収

受するとき、又は営利を目的として

施 設 等 の 使 用 を し よ う と す る と き

は、規則で定める事項を市長に届け

出なければならない。

（許可の基準）  

第７条 市長は、次の各号のいずれか

に該当するときは、第５条第１項の

許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害す

る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と

き。  

( 2 )  施 設 又 は そ の 附 属 設 備 を 汚 損

し、損傷し、又は滅失させるおそ

れがあると認められるとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、市
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長がその使用を不適当であると認

めるとき。  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該

当するときは、第５条第１項の許可

をしないことができる。

(1) 学習館の管理運営上支障がある

と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益

上支障があると認められるとき。

（使用期間）

第８条 施設（第４条第４号に掲げる

施設を除く。）は、引き続き７日を

超える独占的な使用をすることはで

きない。ただし、市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りで

ない。  

（行為の制限）

第９条 学習館内において、業として

広告写真又は動画を撮影しようとす

る者は、規則で定めるところにより、

市 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な

い。

２ 第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ７ 条 の 規 定

は、前項の許可について準用する。

（使用料）

第 10条 第５条第１項の許可を受けた

者（以下「使用者」という。）は、別
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表に定める額の使用料を納付しなけ

ればならない。  

（使用料の納付）

第 11条 使用料は、前納しなければな

らない。ただし、規則で定める特別

の理由があるときは、後納すること

ができる。  

（使用料の減免）

第 12条 市長は、規則で定める特別の

理由があるときは、規則で定めると

ころにより、使用料を減額し、又は

免除することができる。

（使用料の返還）  

第 13条 既納の使用料は、返還しない。

ただし、規則で定める特別の理由が

あるときは、その全部又は一部を返

還することができる。  

（特別の設備の設置等）

第 14条 使用者及び第９条第１項の許

可を受けた者は、特別の設備又は器

具を設置し、又は使用しようとする

ときは、あらかじめ、市長の許可を

受けなければならない。

２ 第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ７ 条 の 規 定

は、前項の許可について準用する。

（権利譲渡等の禁止）

第 15条 使用者等は、その権利を譲渡
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し、又は転貸してはならない。

（許可の取消し等）  

第 16条 市長は、使用者等が次の各号

のいずれかに該当するときは、第５

条第１項、第９条第１項若しくは第

14条第１項の許可を取り消し、又は

施設等の使用若しくは第９条第１項

の行為を制限し、若しくはそれらの

停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基

づく規則又はこれらに基づく指示

に違反したとき。

(2) 許可された使用目的と異なった

目的に施設等の使用をしたとき。

(3) 許可に付した条件に違反したと

き。

(4) 偽りその他不正な手段により許

可を受けたとき。

(5) 第７条第１項各号のいずれかに

該当するに至ったとき。  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該

当するときは、使用者等に対し、前

項に規定する処分をすることができ

る。

(1) 学習館の管理運営上やむを得な

い必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益

令和６年９月27日　神戸市公報＜臨時特別号＞

9



上 や む を 得 な い 必 要 が 生 じ た と

き。  

第５条、第６条 ［略］ 第 17条、第 18条 ［略］

（立入り等）

第 19条 市長は、学習館の管理上必要

があると認めるときは、使用を許可

した場所に立ち入り、関係者に質問

をし、又は必要な指示をすることが

できる。  

（原状回復の義務）

第 20条 使用者等は、施設等の使用若

しくは第９条第１項の行為を終了し

たとき、又は第５条第１項、第９条

第１項若しくは第 14条第１項の許可

を取り消されたときは、直ちに施設

等 を 原 状 に 回 復 し な け れ ば な ら な

い。

２ 市長は、使用者等が前項の義務を

履行しないときは、その原状回復に

必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。

第７条  ［略］ 第 21条  ［略］  

（指定管理者の指定等） （指定管理者の指定等）

第８条 市長は、次に掲げる学習館の

管理に関する業務を学習館の管理に

ついて地方自治法（昭和 22年法律第  

67号）第 244条の２第３項の規定によ

第 22条 市長は、次に掲げる学習館の

管理に関する業務を学習館の管理に

ついて地方自治法（昭和 22年法律第  

67号）第 244条の２第３項の規定によ
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る市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。  

る市長の指定を受けたもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせるこ

とができる。  

(1)、 (2) ［略］ (1)、 (2) ［略］

(3) 学習館の使用料の徴収、減額、

免除及び返還に関する業務

(3) ［略］ (4) ［略］

(4) 前３号に掲げるもののほか、市

長が定める業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市

長が定める業務

２ ［略］  ２ ［略］  

３  指定管理者に第１項の業務を行わ

せている場合における第５条の規定

の適用については、同条中「市長」

とあるのは、「第８条第１項に規定

する指定管理者」とする。  

３  指定管理者に第１項の業務を行わ

せている場合における第５条第１項

及び第２項、第６条、第７条第１項

及び第２項、第８条、第９条第１項、

第 12条、第 14条第１項、第 16条第１

項及び第２項、第 17条、第 19条並び

に第 20条第２項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「市長」とあ

るのは、「第 22条第１項に規定する

指定管理者」とする。  

第９条 ［略］ 第 23条  ［略］  

別表（第 10条関係）

(1) 施設の使用料

ア 研修室及び展示学習室の使用

料

施設 使用料

名称 面 積 午 前 午 後 終 日 時 間 
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の 概

数（単

位

平 方

メ ー

トル） 

（ 午

前 1 0

時 か

ら 正

午 ま

で）

（ 午

後 １

時 か

ら 午

後 ５

時 ま

で）

（ 午

前 1 0

時 か

ら 午

後 ５

時 ま

で）

超 過

使 用

料（

3 0 分

に つ

き）

研

修

室

１  105 1,400

円

2,900

円

5,000

円

400円

２  60 900円  1,800

円

3,100

円

300円

展 示

学 習

室

122 2,200

円

4,400

円

6,600

円

450円

備考

１ 使用者が研修室又は展示学習室

の使用をする場合において、次の

各号のいずれかに該当するときの

使用料の額は、この表に規定する

額にそれぞれ当該各号に定める率

を乗じて得た額とする。

(1) 入場者から 2,500円以上の入

場料、受講料その他の対価を収

受するとき。 200パーセント

(2) 営利を目的として使用すると

き。 500パーセント

２ 3 0分 未 満 及 び １ 日 未 満 の 端 数
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は、それぞれ、 30分及び１日とし

て計算する。

イ 臨海休養広場の使用料

施設 使用料

名称 面 積 の 概

数 （ 単 位

平 方 メ

ートル）

臨 海 休

養 広 場

１

3,000 １平方メートル１

時間につき  １円  

臨 海 休

養 広 場

２

2,000 

備考

１ 使用者が臨海休養広場の使用を

する場合において、次の各号のい

ずれかに該当するときの使用料の

額は、この表に規定する額にそれ

ぞれ当該各号に定める率を乗じて

得た額とする。

(1) 入場者から 2,500円以上の入

場料、受講料その他の対価を収

受するとき。 200パーセント

(2) 営利を目的として使用すると

き。 500パーセント

２ １時間未満及び１平方メートル

令和６年９月27日　神戸市公報＜臨時特別号＞

13



未満の端数は、それぞれ、１時間

及び１平方メートルとして計算す

る。

(2) 附属設備の使用料

１設備１回につき 5,000円の範囲

内において規則で定める額

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸国際港都建設事業防災街区整備事業施行規程を定める条例を次のように公

布する。 

神戸市条例第11号

神戸国際港都建設事業防災街区整備事業施行規程を定める条例

目次

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 経費の分担（第６条） 

第３章 保留床等及び宅地の賃貸又は譲渡（第７条―第10条）

第４章 防災街区整備審査会（第11条―第16条） 

第５章  宅地への権利変換の申出（第17条） 

第６章 清算（第18条―第20条）  

第７章 雑則（第21条） 

附則

第１章 総則

（趣旨） 

第１条 この条例は、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ

健全な利用を図るため、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律（平成９年法律第49号。以下「法」という。）第119条第５項の規定により、

市が施行する防災街区整備事業（以下「事業」という。）について、法第180条

第２項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（事業の名称等） 

第３条 この条例により市が施行する事業の名称及び施行地区に含まれる地域の

名称は、別表のとおりとする。

（事業の範囲） 
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第４条 事業の範囲は、法第２条第５号に規定する防災街区整備事業とする。

（事務所の所在地）

第５条 事業の事務所は、神戸市中央区加納町６丁目５番１号神戸市役所内に置

く。

第２章 経費の分担

（経費の分担） 

第６条 事業に要する経費は、次に掲げるものを除き、市が負担する。

(1) 法第 265条第１項の規定による公共施設管理者の負担金

(2) その他の負担金又は補助金 

第３章 保留床等及び宅地の賃貸又は譲渡

（保留床等及び宅地の賃貸又は譲渡） 

第７条 事業の施行により市が取得する防災建築施設の部分（以下「保留床等」

という。） 又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃

貸し、又は譲渡するものとする。 

(1) 法第 252条第１項第１号又は第２号に掲げる場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、市が特に必要と認める場合 

（賃借人又は譲受人の募集方法） 

第８条 前条の規定による賃借人又は譲受人の公募は、インターネットの利用そ

の他の方法により広告して行うものとする。

（賃借人又は譲受人の資格） 

第９条 市が取得した保留床等又は個別利用区内の宅地を賃借りし、又は譲り受

けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。 

(1) 賃借料又は譲受代金の支払ができる者であること。 

(2) 保留床等を賃借りし、又は譲り受ける場合には、当該施設建築物の用途の

構成に適合して利用できる者であること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、市の付する条件に違反するおそれがないと認

められる者であること。

（賃借人又は譲受人の決定） 

第 10条  市は、賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡しよ
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うとする保留床等又は個別利用区内の宅地の数を超える場合においては、公正

な方法で選考して、当該保留床等又個別利用区内の宅地の賃借人又は譲受人を

決定しなければならない。 

第４章 防災街区整備審査会

（審査会の名称） 

第 11条  法第187条第１項の規定により設置する防災街区整備審査会（以下「審査

会」という。）の名称は、別表のとおりとする。

（委員の定数等） 

第 12条 審査会は、委員５人をもって組織する。

２ 前項に規定する委員の定数のうち、法第187条第４項の規定により同項第１号

に掲げる者のうちから任命される委員（以下「１号委員」という。）の数は、

３人以上とし、同項第２号に掲げる者のうちから任命される委員（以下「２号

委員」という。）の数は、２人以内とする。 

３  委員は、非常勤とする。

（委員の欠格事由等） 

第 13条  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

２  委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったとき、及び２号委員にあっ

ては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権をすべて失うに至ったとき

は、その職を失う。 

３  市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときその他委員たるに適しな

いと認めるときは、その委員を解任することができる。 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。 

（委員の氏名等の公表） 

第 14条  市長は、委員を任命したときは、委員の氏名及び１号委員又は２号委員

の別その他必要な事項を公表しなければならない。
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（審査会の会長）

第15条 審査会に会長を置く。

２ 会長は、１号委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した

委員が職務を代理する。

（審査会の招集等） 

第 16条 審査会は、市長が招集する。

２ 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、法第212条第２項後段の規定（法第217条、法第232条第３項

及び法第246条第２項並びにその他の法令の規定において準用する場合を含む。）

による場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会

長の決するところによる。 

第５章 宅地への権利変換の申出

（申出に係る基準面積） 

第 17条  法第202条第２項第２号の施行規程で定める規模は、密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律施行令（平成９年政令第324号）第34条に規

定する数値とする。 

第６章 清算

（清算金の額等の通知） 

第 18条  市は、法第248条第１項及び第２項の規定により徴収し、又は交付すべき

清算金の額が確定したときは、速やかに、当該清算金の徴収又は交付を受ける

者に、当該清算金の額その他必要と認める事項を通知するものとする。 

（清算金の分割徴収） 

第 19条  清算金を徴収されることとなった者で、法第250条第１項の規定による清

算金の分割徴収を希望するものは、前条の規定による通知があった日から２週

間以内に、規則で定めるところにより、市に分割徴収の申請をしなければなら

ない。 

２  清算金を分割して徴収する場合における毎回の徴収額は、利子を合わせて均
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等とする。ただし、毎回の徴収額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数

の額は、第１回に徴収する。 

３  清算金を分割して徴収する場合において、第２回以降の毎回の納付金の納付

期限は、前回の納付期限の翌日から起算して１月を経過した日とする。

４ 清算金を分割して徴収されることとなった者は、次の各号のいずれかに該当

したときは、直ちにその旨を市に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所（法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地）を変

更したとき。

(2) 分割徴収に係る防災建築施設の部分を第三者に譲渡しようとするとき。

(3) 他の債務につき強制執行を受け、又は破産の申立てがあったとき。 

５  清算金を分割して徴収されることとなった者が、未納の清算金の全部又は一

部について納付期限を繰り上げて納付しようとするときは、あらかじめ、その

旨を市に通知しなければならない。 

６  市は、清算金を分割して徴収されることとなった者が分割徴収に係る納付金

を滞納したときその他規則で定める理由があるときは、未納の清算金の全部又

は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。 

（延滞金） 

第 20条  市は、法第250条第２項の規定による督促を受けた者がその督促状におい

て指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合は、同条第３項の

規定により延滞金を徴収するものとする。 

２  市は、延滞金を徴収する場合において、督促を受けた者が納付しないことに

ついて規則で定める理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、

当該延滞金を減額し、又は免除することができる。 

第７章 雑則

（施行細目の委任） 

第 21条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日） 

１  この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定

令和６年９月27日　神戸市公報＜臨時特別号＞

19



める日から施行する。

（刑法の一部改正に伴う経過措置） 

２  刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）の施行の日の前日まで

の間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者

とみなして、第13条第１項第２号及び第２項の規定を適用する。 

別表（第３条、第11条関係）

事業の名称 施行地区に含まれる地域の名称 審査会の名称

神 戸 国 際 港 都 建

設 事 業 下 三 条 町

北 地 区 防 災 街 区

整備事業 

神戸市兵庫区 下三条町の一部 神 戸 市 下 三 条 町

北 地 区 防 災 街 区

整備審査会 
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神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例を次のように

公布する。 

神戸市条例第 1 2号

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成６年３月条例第51号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（用語の定義） （用語の定義）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ この条例において「確認申請等」

とは、法第６条第１項（法第 87条第

１項又は第 88条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含む。）

若しくは第６条の２第１項（法第 87

条第１項又は第 88条第１項若しくは

第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による確認の申請又は

２ この条例において「確認申請等」

とは、法第６条第１項（法第 87条第

１項又は第 88条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含む。）

若しくは第６条の２第１項（法第 87

条第１項又は第 88条第１項若しくは

第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による確認の申請又は
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法第 18条第２項若しくは第４項（法

第 87条第１項又は第 88条第１項若し

くは第２項において準用する場合を

含む。）の規定による通知をいう。 

法第 18条第２項（法第 87条第１項又

は第 88条第１項若しくは第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定

による通知をいう。 

３～８ ［略］ ３～８ ［略］

（指定建築物の建築の届出） （指定建築物の建築の届出）

第12条 ［略］ 第12条 ［略］

２ 前項の建築主（同項ただし書の適

用を受ける者を除く。）は、同項の

届出を法第６条第１項若しくは第６

条の２第１項の確認の申請又は法第

18条第２項若しくは第４項の通知を

しようとする日の 30日前までの間に

おいて規則で定める日までに行うよ

うに努めなければならない。 

２ 前項の建築主（同項ただし書の適

用を受ける者を除く。）は、同項の

届出を法第６条第１項若しくは第６

条の２第１項の確認の申請又は法第

18条第２項の通知をしようとする日

の 30日前までの間において規則で定

める日までに行うように努めなけれ

ばならない。 

３  ［略］ ３ ［略］

（すまい・まちなみ形成地区内の建

築の制限） 

（すまい・まちなみ形成地区内の建

築の制限） 

第 18条の７  前条第１項第１号から第

４号までの建築物の外壁又はこれに

代 わ る 柱 （ 以 下 「 外 壁 等 」 と い

う。）の面から敷地境界線までの距

離は、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、１メートル以上でな

ければならない。 

第 18条の７  前条第１項第１号から第

４号までの建築物の外壁又はこれに

代 わ る 柱 （ 以 下 「 外 壁 等 」 と い

う。）の面から敷地境界線までの距

離は、次の各号いずれかに該当する

場合を除き、１メートル以上でなけ

ればならない。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

（建築物の敷地が特別用途地区の内

外にわたる場合の措置） 

（建築物の敷地が特別用途地区の内

外にわたる場合の措置） 
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第19条の２ ［略］ 第19条の２ ［略］

２ 建築物の敷地がすまい・まちなみ

形成地区の内外にわたり、かつ、そ

の敷地の過半がすまい・まちなみ形

成地区に属する場合においては、第

18条の６及び第 18条の７に規定する

制限にかかわらず、次のいずれにも

該当する建築物を建築することがで

きる。 

２ 建築物の敷地が特別用途地区の内

外にわたり、かつ、その敷地の過半

が特別用途地区に属する場合におい

ては、第 18条の６第１項第５号に規

定する建築物に代えて、次のいずれ

にも該当する建築物を建築すること

ができる。 

(1) 第 18条の６第１項第１号から第

４号までに掲げる建築物以外の建

築物 

(1)、 (2) ［略］ (2)、 (3) ［略］

３ 第 18条の６第２項の規定は、前項

の場合に準用する。

（許可による特例） （許可による特例）

第19条の３ ［略］ 第 19条の３ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第 18条第２項の規定は、前２項の

規定による許可について準用する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後 改正前

別表第２（第22条―第27条の２、第29条関係） 別表第２（第22条―第27条の２、第29条関係）

(1) 地区計画の区域内の制限 (1) 地区計画の区域内の制限

計画区域 (ア ) (イ ) 

計画地区

の区分

制限

制限の種類 制限の内容

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(45) 学園南地

区地区整

備計画区

域

自然住宅

地区Ａ

［略］ ［略］

壁面の位置

の制限 

(1)、 (2) ［略］

自然住宅

地区Ｂ

［略］ ［略］

自然住宅

地区Ｃ

建築物の用

途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物 

(1) 法別表第２（い）項第１号及び

第２号に掲げるもの 

(2) 前号の建築物に附属するもの

建築物の敷

地面積の最

低限度 

300平 方 メ ー ト ル （ 仮 換 地 と し て 指

定された土地等を一の敷地として使

用する建築物を除く。） 

壁面の位置

の制限 

(1) 建築物の外壁等の面から道路境

界 線 ま で の 距 離 は 、 2.5メ ー ト ル

以上とすること。ただし、計画図

表示の道路境界線で、建築物の外

壁等の面から道路境界線までの距

計画区域 (ア ) (イ ) 

計画地区

の区分

制限

制限の種類 制限の内容

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(45) 学園南地

区地区整

備計画区

域

自然住宅

地区Ａ

［略］ ［略］

壁面の位置

の制限 

(1)、 (2) ［略］  

(3) 建築物の外壁等の面から計画図

表示の地区境界線（壁面の位置の

制限の対象として表示されている

部分に限る。）までの距離は、30

メートル以上とすること。

自然住宅

地区Ｂ

［略］ ［略］
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離が１メートル以上である場合は

この限りではない。 

(2) 計画図表示の地区境界線（壁面

の位置の制限の対象として表示さ

れている部分に限る。）から外壁

等の面までの距離は、30メートル

以上とすること。 

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

(2) ［略］ (2) ［略］
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附 則

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第２項及び第12条第２項

の改正規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第53号）第７条の規定の施行の日か

ら施行する。 
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神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例等の一部を改正する条例を次のよ

うに公布する。  

神戸市条例第 13号

神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例等の一部を改正する条例

（建築物の安全性の確保等に関する条例の一部改正）  

第１条  神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例（平成 20年４月条例第１号）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（特殊建築物の渡り廊下） （特殊建築物の渡り廊下）

第 21条 ［略］ 第 21条  ［略］  

２ 建 築 物 が 火 熱 遮 断 壁 等 （ 令 第 1 0 9

条の８に規定する火熱遮断壁等をい

う。以下同じ。）で区画されている

場合における当該火熱遮断壁等によ

り分離された部分が２以上ある建築

物の当該建築物の部分は、前項の規

定の適用については、それぞれ別の
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建築物とみなす。  

（耐火構造等でない建築物の上階に

おける共同住宅又は寄宿舎の制限）  

（耐火構造等でない建築物の上階に

おける共同住宅又は寄宿舎の制限）

第 31条  ［略］  第 31条  ［略］  

２  建築物が火熱遮断壁等で区画され

ている場合における当該火熱遮断壁

等により分離された部分が２以上あ

る建築物の当該建築物の部分は、前

項の規定の適用については、それぞ

れ別の建築物とみなす。  

（耐火建築物等とする老人福祉施設

等）  

（耐火建築物等とする老人福祉施設

等）  

第 34条  ［略］  第 34条  ［略］

２  建築物が火熱遮断壁等で区画され

ている場合における当該火熱遮断壁

等により分離された部分が２以上あ

る建築物の当該建築物の部分は、前

項の規定の適用については、それぞ

れ別の建築物とみなす。  

（木造の長屋の階数制限） （木造の長屋の階数制限）

第 44条 ［略］ 第 44条  ［略］  

２ 建築物が火熱遮断壁等で区画され

ている場合における当該火熱遮断壁

等により分離された部分が２以上あ

る建築物の当該建築物の部分は、前

項の規定の適用については、それぞ

れ別の建築物とみなす。
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（ 既 存 の 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩

和）  

（ 既 存 の 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩

和）  

第 49条の５  法第３条第２項の規定に

より次の各号に掲げる規定の適用を

受けない建築物について、それぞれ

当該各号で定める範囲内において増

築、改築、大規模の修繕又は大規模

の模様替（以下この条において「増

築等」という。）をする場合におい

ては、法第３条第３項第３号及び第

４号の規定にかかわらず、それぞれ

当該各号に掲げる規定は、適用しな

い。

第 49条の５  法第３条第２項の規定に

より第 21条の規定の適用を受けない

建築物について次に掲げる範囲内に

おいて増築、改築、大規模の修繕又

は大規模の模様替（以下この条にお

いて「増築等」という。）をする場

合においては、法第３条第３項第３

号及び第４号の規定にかかわらず、

第 21条の規定は、適用しない。  

(1) 第 21条 増築及び改築について

は、次に掲げるもののいずれかに

該当する増築又は改築に係る部分

(1) 増築及び改築については、工事

の着手が基準時（法第３条第２項

の規定により第 21条の規定の適用

を受けない建築物について、法第

３条第２項の規定により引き続き

第 21条の規定（当該規定が改正さ

れた場合においては改正前の規定

を含む。）の適用を受けない期間

の始期をいう。）以後である増築

及び改築に係る部分の床面積の合

計が 50平方メートルを超えないこ

と。

ア 次の (ア )及び (イ )に該当する

ものであること。

(ア ) 増築又は改築に係る部分
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が火熱遮断壁等で区画される

ものであること。

(イ ) 増築又は改築に係る部分

が、第 21条の規定に適合する

ものであること。

イ 工事の着手が基準時（法第３

条第２項の規定により引き続き

第 21条の規定（当該規定が改正

された場合においては改正前の

規定を含む。）の適用を受けな

い期間の始期をいう。）以後で

ある増築又は改築に係る部分の

対 象 床 面 積 （ 令 第 1 3 7条 の ２ の

２第１項第２号に規定する対象

床面積をいう。以下この項にお

いて同じ。）の合計が 50平方メ

ートルを超えないものであるこ

と。

(2) 第 31条、第 34条、第 42条又は第

44条 増築及び改築については、

次に掲げるもののいずれか（当該

建築物の主たる用途に供する部分

に 係 る 増 築 に あ っ て は ア に 限

る。）に該当する増築又は改築に

係る部分

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様

替については、これらの修繕又は

模様替のすべて

ア 次の (ア )及び (イ )に該当する

ものであること。

(ア ) 増築又は改築に係る部分
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が火熱遮断壁等で区画される

ものであること。  

(イ ) 増築又は改築に係る部分

が、第 31条、第 34条、第 42条

又は第 44条の規定に適合する

ものであること。  

 

イ  工事の着手が基準時（法第３

条第２項の規定により引き続き

第 31条、第 34条、第 42条又は第

44条の規定（当該規定が改正さ

れた場合においては改正前の規

定を含む。）の適用を受けない

期間の始期をいう。）以後であ

る増築又は改築に係る部分の対

象床面積の合計が 50平方メート

ルを超えないものであること。  

 

(3) 第 25条、第 26条、第 28条、第 36

条 、 第 3 8条 、 第 4 3条 、 第 4 5条 の

３、第 45条の５又は第 45条の６  

増築及び改築については、次に掲

げるもののいずれか（居室の部分

に 係 る 増 築 に あ っ て は ア に 限

る。）に該当する増築又は改築に

係る部分  

 

ア  次の (ア )及び (イ )に該当する

ものであること。  

 

(ア ) 増築又は改築に係る部分

及びその他の部分が、増築又
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は改築後において、それぞれ

令 第 1 1 7条 第 ２ 項 各 号 の い ず

れかに掲げる建築物の部分と

なるものであること。

(イ ) 増築又は改築に係る部分

が 、 第 2 5条 、 第 2 6条 、 第 2 8

条 、 第 3 6条 、 第 3 8条 、 第 4 3

条、第 45条の３、第 45条の５

又は第 45条の６の規定に適合

するものであること。

イ 増築又は改築に係る部分の対

象床面積の合計が基準時（法第

３条第２項の規定により引き続

き第 25条、第 26条、第 28条、第

36条、第 38条、第 43条、第 45条

の３、第 45条の５又は第 45条の

６の規定（当該規定が改正され

た場合においては改正前の規定

を含む。）の適用を受けない期

間の始期をいう。）における延

べ面積の 20分の１（ 50平方メー

トルを超える場合にあっては、

50平方メートル。以下この項に

お い て 同 じ 。 ） を 超 え ず 、 か

つ、当該増築又は改築が当該増

築又は改築に係る部分以外の部

分における避難の安全上支障と

ならないものであること。
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(4) 第 23条、第 32条第１項、第 43条

の２又は第 45条第１項  増築（居

室の部分に係るものを除く。以下

この号において同じ。）及び改築

については、増築又は改築に係る

部分の対象床面積の合計が基準時

（法第３条第２項の規定により引

き続き第 23条、第 32条第１項、第

43条の２又は第 45条第１項の規定

（当該規定が改正された場合にお

いては改正前の規定を含む。）の

適 用 を 受 け な い 期 間 の 始 期 を い

う。）における延べ面積の 20分の

１を超えず、かつ、当該増築又は

改築が当該増築又は改築に係る部

分以外の部分における避難及び消

火の安全上支障とならないもので

ある増築又は改築に係る部分  

 

(5) 第 21条、第 31条、第 34条、第 42

条又は第 44条  大規模の修繕又は

大規模の模様替については、当該

建築物における全ての大規模の修

繕又は大規模の模様替  

 

( 6 )  第 2 3条 第 １ 項 、 第 2 5条 、 第 2 6

条、第 28条、第 32条第１項、第 36

条、第 38条、第 41条第１項、第 43

条、第 43条の２、第 45条第１項、

第 45条の３、第 45条の５又は第 45
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条の６  大規模の修繕又は大規模

の模様替については、当該建築物

における屋根又は外壁に係る大規

模の修繕又は大規模の模様替であ

って、当該建築物の避難の安全上

支障とならないもの  

(7) 第 22条  大規模の修繕又は大規

模の模様替については、当該建築

物における当該建築物の用途の変

更（当該変更後に当該建築物の利

用者の増加が見込まれないものを

除く。）を伴わない大規模の修繕

又は大規模の模様替であって、市

長が交通上、安全上、防火上及び

衛生上支障がないと認めるもの  

 

２  法第３条第２項の規定により次の

各号に掲げる規定の適用を受けない

建築物であって、これらの規定に規

定する基準の適用上一の建築物であ

っても別の建築物とみなすことがで

きる部分として、それぞれ当該各号

で定める部分（以下この項において

「独立部分」という。）が２以上あ

るものについて増築等をする場合に

おいては、法第３条第３項第３号及

び第４号の規定にかかわらず、当該

増築等をする独立部分以外の独立部

分に対しては、それぞれ当該各号に

２  法第３条第２項の規定により第 31

条、第 34条、第 42条又は第 44条の規

定の適用を受けない建築物について

次に掲げる範囲内において増築等を

する場合においては、法第３条第３

項第３号及び第４号の規定にかかわ

ら ず 、 こ れ ら の 規 定 は 、 適 用 し な

い。  

令和６年９月27日　神戸市公報＜臨時特別号＞

34



掲げる規定は、適用しない。  

(1) 第 21条、第 31条、第 34条、第 42

条 又 は 第 4 4条  令 第 1 0 9条 の ８ に

規定する建築物の部分  

(1) 増築及び改築については、工事

の着手が基準時（法第３条第２項

の規定により第 31条、第 34条、第

42条又は第 44条の規定の適用を受

けない建築物について、法第３条

第２項の規定により引き続きそれ

らの規定（それらの規定が改正さ

れた場合においては改正前の規定

を含む。）の適用を受けない期間

の始期をいう。）以後である増築

（当該建築物の主たる用途に供す

る部分以外の部分に係るものに限

る。）及び改築に係る部分の床面

積の合計が 50平方メートルを超え

ないこと。  

(2) 第 25条、第 26条、第 28条、第 32

条第１項、第 36条、第 38条、第 43

条、第 45条第１項、第 45条の３、

第 45条の５又は第 45条の６  令第

1 1 7条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物

の部分  

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様

替については、これらの修繕又は

模様替のすべて  

 ３  法第３条第２項の規定により第 24

条から第 26条まで、第 28条、第 30条

第１項第２号、第 32条第１項、第 33

条第２項、第 36条から第 38条まで、

第 39条第２項、第 43条、第 45条第１

項又は第 45条の２から第 45条の６ま
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での規定の適用を受けない建築物で

あ っ て 、 令 第 1 1 7条 第 ２ 項 各 号 に 掲

げる建築物の部分（以下この項にお

いて「独立部分」という。）が２以

上あるものについて増築等をすると

きにおいては、法第３条第３項第３

号及び第４号の規定にかかわらず、

当該増築等をする独立部分以外の独

立 部 分 に 対 し て は 、 こ れ ら の 規 定

は、適用しない。

３  法第３条第２項の規定により第 24

条、第 27条（第 30条第２項及び第 40

条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）、第 30条第１項、第 33条第１

項 若 し く は 第 ２ 項 、 第 3 5条 、 第 3 7

条、第 39条、第 45条の２、第 45条の

４、第 45条の７、第 47条又は第 48条

の規定の適用を受けない建築物につ

いて増築等をする場合においては、

法第３条第３項第３号及び第４号の

規定にかかわらず、当該増築等をす

る部分以外の部分に対しては、これ

らの規定は、適用しない。  

４  法第３条第２項の規定により第 27

条（第 30条第２項及び第 40条におい

て準用する場合を含む。）、第 30条

第１項第１号、第 33条第１項、第 39

条第１項、第 45条の７、第 47条又は

第 48条の規定の適用を受けない建築

物について増築等をする場合におい

ては、法第３条第３項第３号及び第

４号の規定にかかわらず、当該増築

等 を す る 部 分 以 外 の 部 分 に 対 し て

は、これらの規定は、適用しない。  

（用途の変更に対するこの条例の準

用）  

（用途の変更に対するこの条例の準

用）  

第 49条の６  ［略］  第 49条の６ ［略］

２  前条第２項（第 21条に係る部分を

除く。）の規定は、法第３条第２項

２ 前条第３項の規定は、法第３条第

２項の規定により第 24条から第 26条
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の規定により第 25条、第 26条、第 28

条 、 第 3 1条 、 第 3 2条 第 １ 項 、 第 3 4

条、第 36条、第 38条、第 42条、第 43

条、第 44条、第 45条第１項、第 45条

の３、第 45条の５又は第 45条の６の

規定の適用を受けない建築物の用途

を変更する場合について準用する。

こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 ２ 項 中

「 増 築 等 」 と あ る の は 「 用 途 の 変

更」と、「法第３条第３項第３号及

び第４号」とあるのは「法第 87条第

３項」と読み替えるものとする。  

ま で 、 第 2 8条 、 第 3 0条 第 １ 項 第 ２

号、第 32条第１項、第 33条第２項、

第 36条から第 38条まで、第 39条第２

項、第 43条、第 45条第１項又は第 45

条の２から第 45条の６までの規定の

適用を受けない建築物の用途を変更

する場合について準用する。この場

合 に お い て 、 前 条 第 ３ 項 中 「 増 築

等」とあるのは「用途の変更」と、

「 法 第 ３ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４

号」とあるのは「法第 87条第３項」

と読み替えるものとする。  

３  前条第３項の規定は、法第３条第

２項の規定により第 24条、第 30条第

１ 項 第 ２ 号 、 第 3 3条 第 ２ 項 、 第 3 5

条、第 37条、第 39条第２項、第 45条

の２又は第 45条の４の規定の適用を

受けない建築物の用途を変更する場

合について準用する。この場合にお

いて、前条第３項中「増築等」とあ

るのは「用途の変更」と、「法第３

条第３項第３号及び第４号」とある

のは「法第 87条第３項」と読み替え

るものとする。  

 

第２条  神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線
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又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

第２条による改正後 第２条による改正前

（防災計画の作成及びその内容の届

出等）  

（防災計画の作成及びその内容の届

出等）  

第 10条  建築主は、次の各号のいずれ

かに該当する建築物を建築しようと

する場合（増築しようとする場合に

おいては、建築物が増築後において

次の各号のいずれかに該当するもの

となる場合を含む。）又は建築物の

用途を変更して第１号に掲げる建築

物とする場合においては、法第６条

第１項若しくは第６条の２第１項の

規定による確認の申請又は法第 18条

第２項若しくは第４項の規定による

計画の通知を行う前に、建築又は用

途の変更を行った後の建築物につい

ての防災計画を作成し、及び規則で

定めるところにより、その内容を市

長に届け出なければならない。  

第 10条  建築主は、次の各号のいずれ

かに該当する建築物を建築しようと

する場合（増築しようとする場合に

おいては、建築物が増築後において

次の各号のいずれかに該当するもの

となる場合を含む。）又は建築物の

用途を変更して第１号に掲げる建築

物とする場合においては、法第６条

第１項若しくは第６条の２第１項の

規定による確認の申請又は法第 18条

第２項の規定による計画の通知を行

う前に、建築又は用途の変更を行っ

た後の建築物についての防災計画を

作成し、及び規則で定めるところに

より、その内容を市長に届け出なけ

ればならない。  

(1)～ (4) ［略］  (1)～ (4) ［略］  

２～５  ［略］ ２～５  ［略］

（建築主、設置者等の変更等） （建築主、設置者等の変更等）
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第 11条  建築主（建築設備の設置者及

び工作物の築造主を含む。以下この

章において同じ。）は、法第６条第

１項（法第 87条第１項、第 87条の４

又は第 88条第１項若しくは第２項に

おいて準用する場合を含む。以下同

じ。）、第６条の２第１項（法第 87

条第１項、第 87条の４又は第 88条第

１項若しくは第２項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）又は第

18条第３項若しくは第４項（法第 87

条第１項、第 87条の４又は第 88条第

１項若しくは第２項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定

に よ り 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け た 後

に、当該確認済証に係る建築物、建

築 設 備 又 は 工 作 物 （ 以 下 「 建 築 物

等」という。）の工事について、次

の各号のいずれかに該当するに至っ

たときは、規則で定めるところによ

り、速やかに市長に届け出なければ

ならない。  

第 11条  建築主（建築設備の設置者及

び工作物の築造主を含む。以下この

章において同じ。）は、法第６条第

１項（法第 87条第１項、第 87条の４

又は第 88条第１項若しくは第２項に

おいて準用する場合を含む。以下同

じ。）、第６条の２第１項（法第 87

条第１項、第 87条の４又は第 88条第

１項若しくは第２項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）又は第

18条第３項（法第 87条第１項、第 87

条の４又は第 88条第１項若しくは第

２項において準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定により確認済証

の交付を受けた後に、当該確認済証

に係る建築物、建築設備又は工作物

（以下「建築物等」という。）の工

事について、次の各号のいずれかに

該当するに至ったときは、規則で定

めるところにより、速やかに市長に

届け出なければならない。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

２～４  ［略］  ２～４  ［略］  

（工事の取りやめ）  （工事の取りやめ）  

第 12条  建築主は、法第６条第１項、

第６条の２第１項又は第 18条第３項

若しくは第４項の規定により確認済

第 12条  建築主は、法第６条第１項、

第６条の２第１項又は第 18条第３項

の規定により確認済証の交付を受け
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証の交付を受けた後に、当該確認済

証に係る建築物等の工事を取りやめ

たときは、規則で定めるところによ

り、速やかに、市長に届け出なけれ

ばならない。  

た後に、当該確認済証に係る建築物

等の工事を取りやめたときは、規則

で定めるところにより、速やかに、

市長に届け出なければならない。  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

（確認審査基準）  （確認審査基準）  

第 13条  ［略］  第 13条  ［略］  

２  市長は、法第６条の２第１項又は

第 18条第４項の規定による確認済証

の交付を受けた建築物の計画が確認

審査基準に適合していないと認める

ときは、当該建築物の建築主及び当

該確認済証を交付した指定確認検査

機関に対し、その旨を通知すること

ができる。  

２  市長は、法第６条の２第１項の規

定による確認済証の交付を受けた建

築物の計画が確認審査基準に適合し

ていないと認めるときは、当該建築

物の建築主及び当該確認済証を交付

した指定確認検査機関に対し、その

旨を通知することができる。  

３  ［略］  ３  ［略］  

（立会調査等）  （立会調査等）  

第 14条  市長は、指定確認検査機関が

法第７条の２第１項（法第 87条の４

又は第 88条第１項若しくは第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第

７条の４第１項（法第 87条の４又は

第 88条第１項において準用する場合

を含む。）又は第 18条第 23項（法第

87条の４又は第 88条第１項若しくは

第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）若しくは第 32項（法第 87条の

第 14条  市長は、指定確認検査機関が

法第７条の２第１項（法第 87条の４

又は第 88条第１項若しくは第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は

第７条の４第１項（法第 87条の４又

は第 88条第１項において準用する場

合を含む。）の規定による検査（以

下この条及び次条において単に「検

査」という。）の業務を行おうとす

る場合において、業務の適正な実施
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４又は第 88条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による検査

（以下この条及び次条において単に

「検査」という。）の業務を行おう

とする場合において、業務の適正な

実施を確保するため必要があると認

めるときは、当該検査の業務の状況

を調査することができる。  

を確保するため必要があると認める

ときは、当該検査の業務の状況を調

査することができる。  

２～４  ［略］ ２～４  ［略］

（公表）  （公表）  

第 16条  市長は、法第６条の２第６項

若しくは第 18条第 19項の規定による

通知をし、又は指定確認検査機関に

よる確認検査の業務における著しく

不適当な行為について法第 77条の 32

第２項の規定による指示をしたとき

は、当該指定確認検査機関の名称そ

の他規則で定める事項をインターネ

ットの利用その他の方法により規則

で定める期間公表するものとする。  

第 16条  市長は、法第６条の２第６項

の規定による通知をし、又は指定確

認検査機関による確認検査の業務に

おける著しく不適当な行為について

法第 77条の 32第２項の規定による指

示をしたときは、当該指定確認検査

機関の名称その他規則で定める事項

をインターネットの利用その他の方

法により規則で定める期間公表する

ものとする。  

（届出）  （届出）  

第 49条の 10 駐車施設等を新築しよう

とする建築主又は新たに設けようと

する土地所有者若しくは占有者は、

次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の 3 0日 前 ま で

に、規則で定めるところにより、位

置、規模、構造等を市長に届け出な

ければならない。  

第 49条の 10 駐車施設等を新築しよう

とする建築主又は新たに設けようと

する土地所有者若しくは占有者は、

次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の 3 0日 前 ま で

に、規則で定めるところにより、位

置、規模、構造等を市長に届け出な

ければならない。  
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(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

( 3 )  法 第 1 8 条 第 ２ 項 又 は 第 ４ 項

（法第 8 7条 第 １ 項 に お い て 準用

する 場合 を 含む 。 ）の 規 定 に基

づき 通知 を し よ う と す る 場 合に

おいては、当該通知の日  

( 3 )  法 第 1 8条 第 ２ 項 （ 法 第 8 7条 第

１項 にお い て準 用 する 場合 を含

む。 ）の 規 定に 基 づき 通知 をし

よう とす る 場合 に おい ては 、当

該通知の日  

(4) ［略］  (4) ［略］  

２  ［略］  ２  ［略］  

（北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関

する条例の一部改正）  

第３条  神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限

の緩和に関する条例（平成 29年 12月条例第 12号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（道路内の建築制限の緩和）  （道路内の建築制限の緩和）  

第３条  伝統的建造物等の存する敷地

（以下「対象敷地」という。）内で

伝統的建造物等の建築等（増築、大

規模の修繕及び大規模の模様替（令

第 1 3 7条 の 1 2第 ７ 項 に 規 定 す る 大 規

模 の 修 繕 及 び 大 規 模 の 模 様 替 に 限

第３条  伝統的建造物等の存する敷地

（以下「対象敷地」という。）内で

伝統的建造物等の建築等（増築を除

く。）をする場合において、伝統的

建造物等並びに伝統的建造物等以外

の門、塀及び擁壁の位置が、この条
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る 。 ） を 除 く 。 次 項 に お い て 同

じ。）をする場合において、伝統的

建造物等並びに伝統的建造物等以外

の門、塀及び擁壁の位置が、この条

例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）における位置から前面道路の

側に超えず、かつ、当該伝統的建造

物等（門、塀及び擁壁を除く。）が

次の各号のいずれかに該当するもの

であるときは、対象敷地内の伝統的

建造物等（伝統的建造物等の門に続

く石段を含む。以下この条及び第９

条において同じ。）並びに対象敷地

内の伝統的建造物等以外の門、塀及

び擁壁に限り、法第 44条第１項本文

の規定を適用しない。ただし、法第

42条第２項の規定により道路とみな

される範囲内（前面道路が２以上あ

る場合においては、道路ごとの範囲

内）に伝統的建造物等がない場合の

当該範囲内については、この限りで

ない。  

例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）における位置から前面道路の

側に超えず、かつ、当該伝統的建造

物等（門、塀及び擁壁を除く。）が

次の各号のいずれかに該当するもの

であるときは、対象敷地内の伝統的

建造物等（伝統的建造物等の門に続

く石段を含む。以下この条及び第９

条において同じ。）並びに対象敷地

内の伝統的建造物等以外の門、塀及

び擁壁に限り、法第 44条第１項本文

の規定を適用しない。ただし、法第

42条第２項の規定により道路とみな

される範囲内（前面道路が２以上あ

る場合においては、道路ごとの範囲

内）に伝統的建造物等がない場合の

当該範囲内については、この限りで

ない。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］

２  対象敷地内で伝統的建造物等以外

の建築物 及 び 擁 壁 の みの 建 築等をす

る場合に お い て 、 伝 統的 建 造物等並

びに伝統 的 建 造 物 等 以外 の 門、塀及

び擁壁の 位 置 が 、 施 行日 に おける位

２  対象敷地内で伝統的建造物等以外

の建築物及び擁壁のみの建築等（増

築を除く。）をする場合において、

伝統的建造物等並びに伝統的建造物

等以外の門、塀及び擁壁の位置が、
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置から前 面 道 路 の 側 に超 え ず、市長

が安全上 及 び 防 火 上 支障 が ないと認

めたとき は 、 伝 統 的 建造 物 等並びに

伝統的建 造 物 等 以 外 の門 、 塀及び擁

壁に限り 、 法第 44条第 １項 本文の規

定を適用 し ない 。 ただ し、 法第 42条

第２項の規 定 に よ り 道路 と みなされ

る範囲内（ 前 面 道 路 が２ 以 上ある場

合において は 、 道 路 ごと の 範囲内）

に伝統的建 造 物 等 が ない 場 合の当該

範 囲 内 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い。  

施行日における位置から前面道路の

側に超えず、市長が安全上及び防火

上支障がないと認めたときは、伝統

的建造物等並びに伝統的建造物等以

外の門、塀及び擁壁に限り、法第 44

条第１項本文の規定を適用しない。

ただし、法第 42条第２項の規定によ

り道路とみなされる範囲内（前面道

路が２以上ある場合においては、道

路ごとの範囲内）に伝統的建造物等

が な い 場 合 の 当 該 範 囲 内 に つ い て

は、この限りでない。  

３、４  ［略］ ３、４  ［略］

（準防火地域内の建築物の制限の緩

和）  

（準防火地域内の建築物の制限の緩

和）  

第６条  対象敷地内で伝統的建造物等

を 建 築 等 （ 増 築 、 改 築 （ 令 第 1 3 7条

の 11に規定する改築に限る。）、大

規模の修繕及び大規模の模様替（令

第 1 3 7条 の 1 2第 ９ 項 に 規 定 す る 大 規

模 の 修 繕 及 び 大 規 模 の 模 様 替 に 限

る 。 ） を 除 く 。 次 項 に お い て 同

じ。）をする場合において、当該伝

統的建造物等が次の各号に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるものに該当するものであ

るときは、対象敷地内の伝統的建造

物 等 に 限 り 、 法 第 6 1条 第 １ 項 本 文

第６条  対象敷地内で伝統的建造物等

を 建 築 等 （ 増 築 、 改 築 （ 令 第 1 3 7条

の 11に規定する改築に限る。）、大

規模の修繕及び大規模の模様替（令

第 1 3 7条 の 1 2第 ９ 項 に 規 定 す る 大 規

模 の 修 繕 及 び 大 規 模 の 模 様 替 に 限

る 。 ） を 除 く 。 次 項 に お い て 同

じ。）をする場合において、当該伝

統的建造物等が次の各号に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるものに該当するものであ

るときは、対象敷地内の伝統的建造

物 等 に 限 り 、 法 第 6 1条 第 １ 項 本 文
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（準防火地域内にある建築物に係る

部分に限る。以下この条、第７条及

び第９条において同じ。）の規定を

適用しない。  

（準防火地域内にある建築物に係る

部分に限る。以下この条、第７条及

び第９条において同じ。）の規定を

適用しない。  

(1)  地 階 を 除 く 階 数 が ２ 以 下 で 、

延べ面積が 500平方メートルを超え

1,500平方メートル以下の伝統的建

造 物 等  次 の い ず れ に も 該 当 す る

もの  

ア  ［略］  

イ  外 壁 の 開 口 部 （ 延 焼 の お そ れ

の あ る 部 分 に 限 る 。 次 号 に お い

て 同 じ 。 ） に 関 し て 次 に 掲 げ る

い ず れ か の 措 置 を 講 じ 、 市 長 が

安 全 上 及 び 防 火 上 支 障 が な い と

認めたもの  

(ア )、 (イ ) ［略］  

(1)  地 階 を 除 く 階 数 が ２ 以 下 で 、

延べ面積が 500平方メートルを超え

1,500平方メートル以下の伝統的建

造 物 等  次 の い ず れ に も 該 当 す る

もの  

ア  ［略］  

イ  外 壁 の 開 口 部 に 関 し て 次 に 掲

げ る い ず れ か の 措 置 を 講 じ 、 市

長 が 安 全 上 及 び 防 火 上 支 障 が な

いと認めたもの  

 

 

(ア )、 (イ ) ［略］  

(2)～ (4) ［略］  (2)～ (4) ［略］  

２～４  ［略］  ２～４  ［略］  

（手数料条例の一部改正）  

第４条  神戸市手数料条例（平成 12年３月条例第 77号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  
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(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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改正後  改正前  

別表第９（第５条関係）  

種別  区分  手数料（１件に

つき）  

［略］  ［略］  ［略］  

２  １の項の審査のう

ち、法第６条の３第１

項ただし書又は法第 18

条第５項ただし書の規

定に基づき、構造計算

に関する高度の専門的

知識及び技術を有する

者として規則第３条の

13第１項各号で定める

要件を備える者である

建築主事が令第９条の

３に定める特定構造計

算基準又は特定増改築

構造計算基準に適合す

るかどうかを審査する

場合に１の項の手数料

に加算する額  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

５  法第７条第４項又は

法第 18条第 21項の規定

に基づく完了検査（９

の項に規定する検査を

除く。）  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
 

別表第９（第５条関係）  

種別  区分  手数料（１件に

つき）  

［略］  ［略］  ［略］  

２  １の項の審査のう

ち、法第６条の３第１

項ただし書又は法第 18

条第４項ただし書の規

定に基づき、構造計算

に関する高度の専門的

知識及び技術を有する

者として規則第３条の

13第１項各号で定める

要件を備える者である

建築主事が令第９条の

３に定める特定構造計

算基準又は特定増改築

構造計算基準に適合す

るかどうかを審査する

場合に１の項の手数料

に加算する額  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

５  法第７条第４項又は

法第 18条第 17項の規定

に基づく完了検査（９

の項に規定する検査を

除く。）  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  
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７  法第 87条の４におい

て準用する法第７条第

４項又は法第 18条第 21

項の規定に基づく完了

検査  

［略］ ［略］

８  法第 88条第１項又は第２項において準用する法第７条第４項又

は法第 18条第 21項の規定に基づく完了検査  

［略］

９  法第７条第４項又は

法第 18条第 21項の規定

に基づく完了検査のう

ち法第７条の３第１項

に規定する特定工程に

係る建築物に関するも

の  

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

11 法第７条の３第４項

又は法第 18条第 29項に

規定する検査  

［略］ ［略］

12 法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は法第 18条第 38項

第１号若しくは第２号（これらの規定を法第 87条の４又は法第 88

条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の

認定の申請に対する審査  

［略］

［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］

７  法第 87条の４におい

て準用する法第７条第

４項又は法第 18条第 17

項の規定に基づく完了

検査  

［略］ ［略］

８  法第 88条第１項又は第２項において準用する法第７条第５項又

は法第 18条第 17項の規定に基づく完了検査  

［略］

９  法第７条第４項又は

法第 18条第 17項の規定

に基づく完了検査のう

ち法第７条の３第１項

に規定する特定工程に

係る建築物に関するも

の  

［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］

11 法第７条の３第４項

又は法第 18条第 20項に

規定する検査  

［略］ ［略］

12 法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は法第 18条第 24項

第１号若しくは第２号（これらの規定を法第 87条の４又は法第 88

条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の

認定の申請に対する審査  

［略］

［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］
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附  則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和６年法律第 53号）第７条の規定の施行の日から施行する。  

令和６年９月27日　神戸市公報＜臨時特別号＞

49


	【00】目次印刷用(臨時特別号)
	目次印刷用

	【１】１枚目
	【２】（行財政局給与課）神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
	【３】（経済観光局農水産課）神戸市立水産体験学習館条例の一部を改正する条例の件
	【４】（都市局まち再生推進課）神戸国際港都建設事業防災街区整備事業施行規程を定める条例
	【５】（建築住宅局建築指導部建築安全課）神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例
	【６】（建築住宅局建築指導部建築安全課）神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例等の一部を改正する条例



